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処分第１１号 

 

令和元年度龍ケ崎市一般会計補正予算（第８号） 

 

令和元年度龍ケ崎市の一般会計補正予算（第８号）は，次に定めるとこ

ろによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ19,963千円を減

額し，歳入歳出予算の総額をそれぞれ 26,519,548 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（繰越明許費の補正） 

第２条 既定の繰越明許費の追加は，「第２表 繰越明許費補正」による。 

（地方債の補正） 

第３条 既定の地方債の変更は,「第３表 地方債補正」による。 

 

この予算については，特に緊急を要するため市議会を招集する時間的 
余裕がないことが明らかであることから，地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１７９条第１項の規定により，これを処分する。 
 

令和２年３月２３日 

 

龍ケ崎市長 中 山 一 生 
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　歳　入 (単位   千円)

15 国庫支出金 4,142,041 △99,737 4,042,304

1 国庫負担金 3,332,344 6,377 3,338,721

2 国庫補助金 784,758 △106,114 678,644

16 県支出金 1,859,539 2,606 1,862,145

1 県負担金 1,144,044 2,082 1,146,126

2 県補助金 543,665 524 544,189

20 繰越金 618,935 2,468 621,403

1 繰越金 618,935 2,468 621,403

22 市債 2,099,110 74,700 2,173,810

1 市債 2,099,110 74,700 2,173,810

26,539,511 △19,963 26,519,548

計

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正

款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 
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　歳　出 (単位   千円)

2 総務費 3,992,625 △13,993 3,978,632

1 総務管理費 3,444,256 △13,993 3,430,263

3 民生費 10,310,649 19,017 10,329,666

1 社会福祉費 4,314,713 2,107 4,316,820

2 児童福祉費 4,467,469 16,910 4,484,379

7 商工費 235,434 △70 235,364

1 商工費 235,434 △70 235,364

8 土木費 1,877,004 △12,440 1,864,564

1 土木管理費 266,482 △1,000 265,482

2 道路橋梁費 723,896 △8,716 715,180

3 河川費 116,304 △2,724 113,580

9 消防費 1,039,207 △503 1,038,704

1 消防費 1,039,207 △503 1,038,704

10 教育費 3,588,915 △11,974 3,576,941

1 教育総務費 459,440 192 459,632

2 小学校費 843,729 0 843,729

3 中学校費 576,300 0 576,300

5 社会教育費 518,890 △7,639 511,251

6 保健体育費 1,177,048 △4,527 1,172,521

26,539,511 △19,963 26,519,548

補 正 額 計款 項 補正前の額

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 
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（追加） （単位  千円）

（変更） （単位  千円）

地域振興事業 396,695

第　２　表　　繰　越　明　許　費  補　正　

8  土木費 3 河川費 排水路整備事業 29,200

款 項 事　　業　　名 金　　額

2　総務費 1 総務管理費

第　３　表　　地　方　債　補　正

6 保健体育費 新学校給食センター建設事業 5,357

10 教育費 1 教育総務費 教育センター管理費 48,758

起債の
目　的

補　　正　　前 補　　正　　後

限度額
起債の
方  法

起債の
方  法

利 率
償還の
方　法

排水路
整備事
業

53,200 51,200

利 率
償還の
方　法

限度額

電算棟
施設整
備事業

15,500

普通
貸借

又は

証券
発行

年5.0%
以内（た
だし，利
率見直し
方式で借
り入れる
政府資金
及び地方
公共団体
金融機構
資金につ
いて，利
率の見直
しを行っ
た後にお
いては，
当該見直
し後の利
率）

防災貯
留型ト
イレ整
備事業

25,000 24,400

中学校
施設整
備事業

75,300 114,000

左
 
に
 
同
 
じ

左
 
に
 
同
 
じ

左
 
に
 
同
 
じ

コミュ
ニティ
セン
ター整
備事業

33,800 31,900

旧北文
間小学
校整備
事業

137,700 137,600

地方道
路等整
備事業

図書館
施設整
備事業

43,800 37,900

旧馴馬
小学校
施設解
体事業

58,500 58,300

政 府 資 金
に つ い て は
そ の 融 資 条
件 に よ り ，
銀 行 そ の 他
の 場 合 に は
そ の 債 権 者
と 協 定 す る
も の に よ
る。

た だ し ，
市 財 政 の 都
合 に よ り 据
置 期 間 及 び
償 還 期 限 を
短 縮 し ， 又
は 繰 上 償 還
（ 金 融 機 関
等 に 預 金 保
険 法 （ 昭 和
46 年 法 律 第
34 号 ） 第 49
条第2項又は
農 水 産 業 協
同 組 合 貯 金
保 険 法 （ 昭
和 48 年 法 律
第 53 号 ） 第
49条第2項に
定 め る 保 険
事 故 が 生 じ
た 場 合 に ，
債 権 と の 相
殺 に よ る 繰
上 償 還 を 含
む 。 ） 若 し
く は 低 利 に
借 換 え す る
こ と が で き
る。

14,500

270,100 261,400

小学校
施設整
備事業

117,900 174,300

計 2,099,110 2,173,810
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処分第１２号 

 

令和元年度龍ケ崎市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

４号） 

 

令和元年度龍ケ崎市の国民健康保険事業特別会計補正予算（第４号）は，

次に定めるところによる。 

 

（歳入予算の補正） 

第１条 歳入予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入予算の金額は，「第１表 歳入予算補正」による。 

 

この予算については，特に緊急を要するため市議会を招集する時間的 
余裕がないことが明らかであることから，地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１７９条第１項の規定により，これを処分する。 
 

令和２年３月２３日 

 

龍ケ崎市長 中 山 一 生 

23



　歳　入 (単位   千円)

7 繰入金 597,527 0 597,527

1 一般会計繰入金 568,793 △2,818 565,975

2 基金繰入金 28,734 2,818 31,552

7,516,504 0 7,516,504

計

第　１　表　　歳　入　予　算　補　正

款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 
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１　総　　括

（単位   千円）

7 繰入金 597,527 0 597,527

7,516,504 0 7,516,504

款 計補正前の額 補　正　額

歳　　入

歳 入 補 正 予 算 事 項 別 明 細 書

歳　　入　　合　　計
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処分第１３号 

 

令和元年度龍ケ崎市障がい児支援サービス事業特別会計補正

予算（第３号） 

 

令和元年度龍ケ崎市の障がい児支援サービス事業特別会計補正予算（第

３号）は，次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,910 千円を追加

し，歳入歳出予算の総額をそれぞれ 43,124 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

この予算については，特に緊急を要するため市議会を招集する時間的 
余裕がないことが明らかであることから，地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１７９条第１項の規定により，これを処分する。 
 

令和２年３月２３日 

 

龍ケ崎市長 中 山 一 生 
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　歳　入 (単位   千円)

2 繰入金 28,703 1,910 30,613

1 一般会計繰入金 28,703 1,910 30,613

41,214 1,910 43,124

　歳　出 (単位   千円)

1 総務費 29,591 1,910 31,501

1 総務管理費 29,591 1,910 31,501

41,214 1,910 43,124

款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 

款 項 補正前の額 補 正 額 計

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 

計

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正
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処分第１４号 

 

令和元年度龍ケ崎市介護サービス事業特別会計補正予算（第

２号） 

 

令和元年度龍ケ崎市の介護サービス事業特別会計補正予算（第２号）は，

次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ 1,209 千円を追加

し，歳入歳出予算の総額をそれぞれ 11,528 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

 

この予算については，特に緊急を要するため市議会を招集する時間的 
余裕がないことが明らかであることから，地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１７９条第１項の規定により，これを処分する。 
 

令和２年３月２３日 

 

龍ケ崎市長 中 山 一 生 
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　歳　入 (単位   千円)

1 サービス収入 9,427 1,000 10,427

1 介護予防サービス費収入 9,427 1,000 10,427

2 繰入金 890 209 1,099

1 一般会計繰入金 890 209 1,099

10,319 1,209 11,528

　歳　出 (単位   千円)

1 サービス事業費 10,146 1,209 11,355

1 介護予防サービス費 10,146 1,209 11,355

10,319 1,209 11,528

款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 

款 項 補正前の額 補 正 額 計

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 

計

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正
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処分第１５号 

 

令和元年度龍ケ崎市工業団地拡張事業特別会計補正予算（第

４号） 

 

 

令和元年度龍ケ崎市の工業団地拡張事業特別会計補正予算（第４号）は，

次に定めるところによる。 

 

（歳入歳出予算の補正） 

第１条 既定の歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ 5,870 千円を減

額し，歳入歳出予算の総額をそれぞれ 350,120 千円とする。 

２ 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正

後の歳入歳出予算の金額は，「第１表 歳入歳出予算補正」による。 

（地方債の補正） 

第２条 既定の地方債の変更は,「第２表 地方債補正」による。 

 

この予算については，特に緊急を要するため市議会を招集する時間的 
余裕がないことが明らかであることから，地方自治法（昭和２２年法律第

６７号）第１７９条第１項の規定により，これを処分する。 
 

令和２年３月２３日 

 

龍ケ崎市長 中 山 一 生 
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　歳　入 (単位   千円)

1 繰入金 14,288 △70 14,218

1 一般会計繰入金 14,288 △70 14,218

4 市債 341,700 △5,800 335,900

1 市債 341,700 △5,800 335,900

355,990 △5,870 350,120

　歳　出 (単位   千円)

1 工業団地拡張事業費 355,114 △5,870 349,244

1 工業団地整備費 355,114 △5,870 349,244

355,990 △5,870 350,120

款 項 補正前の額 補 正 額

 歳　　　　　　入　　　　　　合　　　　　　計 

款 項 補正前の額 補 正 額 計

 歳　　　　　　出　　　　　　合　　　　　　計 

計

第　１　表　　歳　入　歳　出　予　算　補　正
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（変更） （単位  千円）

償還の
方　法

工業団地
整備事業 341,700

普通
貸借

又は

証券
発行

年5.0%以
内（ただ
し，利率
見直し方
式で借り
入れる政
府資金及
び地方公
共団体金
融機構資
金につい
て，利率
の見直し
を行った
後におい
ては，当
該見直し
後 の 利
率）

政府資金につい
てはその融資条件
により，銀行その
他の場合にはその
債権者と協定する
ものによる。

ただし，市財政
の都合により据置
期間及び償還期限
を短縮し，又は繰
上償還（金融機関
等 に 預 金 保 険 法
（昭和46年法律第
34号）第49条第2項
又は農水産業協同
組 合 貯 金 保 険 法
（昭和48年法律第
53号）第49条第2項
に定める保険事故
が生じた場合に，
債権との相殺によ
る 繰 上 償 還 を 含
む。）若しくは低
利に借換えするこ
とができる。

335,900

左
 
に
 
同
 
じ

左
 
に
 
同
 
じ

左
 
に
 
同
 
じ

起債の
目　的

補　　正　　前 補　　正　　後

限度額
起債の
方　法

利 率 償還の方法 限度額
起債の
方  法

利　率

第　２　表　　地　方　債　補　正
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